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町田市立小学校等の学校給食費等に関する規則の一部を改正する規則について 

町田市立小学校等の学校給食費等に関する規則の一部を改正する規則について報

告いたします。 

１ 改正理由 

本件は、町田市立小学校等において臨時休業、学校行事の実施日の変更等により学

校給食の提供を受けることができない場合において、提供を受けることができなかっ

た給食費を減額するよう規則を一部改めるため、改正しました。 

２ 改正内容 

改正内容は次のとおりです。 

（１） 臨時休業、学校行事の実施日の変更等により学校給食の提供を受けることがで

きない場合において、欠食期間および減額期間について改めました。（第８条関

係）

（２） その他文言の整理を行いました。

３ 施行期日 

 令和５年１１月１５日から施行し、改正後の町田市立小学校等の学校給食費等に関

する規則の規定は、同年４月１日から適用します。 

報告事項－１ 

（保健給食課） 
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町田市立小学校等の学校給食費等に関する規則の一部を改正する規則 

町田市立小学校等の学校給食費等に関する規則（令和元年９月町田市規則第１７号）

の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

 減額することができる

場合 

減額する額 

略 略 略 

４ 学校保健安全法（昭和

３３年法律第５６号）

第２０条又は学校教育

法施行規則（昭和２２

年文部省令第１１号）

第６３条前段（同令第

７９条において準用す

る場合を含む。）の規

定による臨時休業、学

校行事の実施日の変

更、給食室の改修工事

その他これらに準ずる

理由により、学校給食

等実施予定日において

市が学校給食等を実施

しないとき。 

１食当たりの

額に、当該学

校給食等を実

施しない日数

を乗じて得た

額 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ １の項から４の項まで

に掲げる場合のほか、

市長が特に必要がある

と認めるとき。 

市長が別に定

める額 

 

 減額することができる

場合 

減額する額 

略 略 略 

４ 学校保健安全法（昭和

３３年法律第５６号）

第２０条に規定する臨

時休業により、学校給

食等実施予定日につい

て市が連続して３日以

上学校給食等を実施し

ないとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１食当たりの

額に、当該学

校給食等を実

施しない日数

から２日を減

じた日数を乗

じて得た額 

５ 給食室の改修工事その

他の理由（学校保健安

全法第２０条に規定す

る臨時休業を除く。）

により、学校給食等実

施予定日において市が

学校給食を実施しない

とき（当該学校給食等

を実施しないことが、

その３日前までに決定

されたときに限る。）。 

１食当たりの

額に、当該学

校給食を実施

し な い 日 数

（当該学校給

食等を実施し

ないことが、

その３日前ま

でに決定され

た 部 分 に 限

る。）を乗じて

得た額 

６ １の項から５の項まで

に掲げる場合のほか、

市長が特に必要がある

と認めるとき。 

市長が別に定

める額 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の町田市立小学校等の学校給食費等に

関する規則の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の別表第２の規定は、令和５年４月１日以後に納期限が到

来する学校給食費等について適用し、同日前に納期限が到来した学校給食費等につ

いては、なお従前の例による。 


